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平成２９年度に係る行政監査の結果に対する措置状況

監査テーマ 「道立学校における私費会計について」

監査の結果に基づき講じた措置

（１）教育庁

是正又は改善を要する事項 左 に 対 す る 措 置

【マニュアルに示されている内容が十分でないも
の】
準則では、支出担当者等の担当者は、会計毎に 確認者も検査員と同様に、支出担当者以

それぞれ校長が指定するものとし、内部牽制を図 外の者とすること、自主点検チェックリス
るため、支出担当者と検査員は、それぞれ異なる トについて、有効に活用がなされること及
職員を指定するとされているのみであり、支出の び意識改革を進めるための具体の取組を明
内容を確認する確認者については、規定されてい 記する必要があることについて、マニュア
ない。こうしたことから道立学校において、支出 ルの見直しを行い、内部牽制の強化、自主
担当者と確認者が同一の者となっているため、内 点検チェックリストの有効活用及び意識改
部牽制が機能していない事例が多数あった。 革を進めるための研修を実施することを明
また、自主点検について、準則では、「事務長 記した「道立学校私費会計事務処理マニュ

が毎年５月に各団体会計・各学校徴収金会計の事 アル」を新たに作成し、平成31年３月25日
務処理について自主点検を実施し、団体会計・学 付けで道立学校に通知しました。
校徴収金会計自主点検表を添えて、一般決定書に また、私費会計の指導体制について検討
より、校長の決裁を受けるものとする。」とされ し、財務事務随時指導実施要領を平成31年
ている。しかし、マニュアルに示されている自主 ３月29日付けで改正して、私費会計の指導
点検の具体的内容を記載した「自主点検チェック を財務事務随時指導に集約したほか、教育
リスト」については、決裁において添付すること 局が財務事務随時指導において、より実効
とされておらず、活用が十分に図られていなかっ 性のある指導ができるよう、私費会計の重
た。 点確認項目を毎年提供するなど、指導方法
さらに、マニュアルでは、「改善の視点」の一 の見直しに努めます。

つに「意識改革」として私費会計については、公
金に準じた取扱いを行わなければならないという
意識をすべての教職員が持つことが必要であり、
私費会計に対する意識改革が重要とされている
が、この意識改革を進めるための具体の取組みは
示されていなかった。

《改善意見》
内部牽制を働かせる上で、確認者も検査員と同様

に、支出担当者以外の者とするなど、準則を見直す
必要がある。
また、準則における自主点検チェックリストにつ
いて、有効に活用がなされるよう見直す必要がある。
さらに、私費会計について「意識改革」を進める

ことは、私費会計に係る事務手順のルール化と併せ
て、金銭事故の発生を防止する上で肝要と考えるこ
とから、意識改革を進めるための具体の取組みをマ
ニュアルに明記する必要がある。
財務事務随時指導の際に行う私費会計の指導につ
いては、共通の着眼点を設定したり、実際に道立学
校で指導を行う教育局職員に対して、より実効性の
ある指導ができるよう資料提供をするなど、私費会
計の指導の方法について検討する必要がある。
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（２）教育局

是正又は改善を要する事項 左 に 対 す る 措 置

【各道立学校で作成した私費会計事務確認（点検）
表の確認が十分でないものなど】
財務事務随時指導において、マニュアルに沿っ 財務事務随時指導の実施に当たって

た事務処理について「道立学校私費会計事務確認 は、「道立学校私費会計事務確認（点検）
（点検）表」に基づいて行うこととされているが、 表」により、マニュアルに沿った事務処
各道立学校で作成した確認（点検）表の内容につ 理が行われているか確認するよう、指導
いて教育局の確認が十分でなかったため、出納状 の充実に努めます。
況の定期的な確認や保護者等に対する決算報告が また、指導内容の記録と改善内容の把
行われていないことなどについて、指導していな 握を徹底し、適正な事務処理に努めます。
いものがあった。 さらに、各教育局が私費会計の事務処
また、指導内容の改善について把握していない 理に係る指導を行う際には、単に内容を

ものや、指導内容の記録がないものがあった。 確認するだけでなく、各学校の実態に即
（空知教育局、石狩教育局、後志教育局、胆振教 したものになっているかという視点に立
育局、日高教育局、渡島教育局、上川教育局、 って確認するなど、指導の充実を図りま
留萌教育局、宗谷教育局、オホーツク教育局、 す。
十勝教育局、釧路教育局、根室教育局） なお、私費会計の指導体制やその方法

を見直し、平成31年３月29日付けで財務
《改善意見》 事務随時指導実施要領を改正して、私費
各教育局が行う私費会計の事務処理に係る指導 会計の指導を集約して一元化したほか、

は、財務事務随時指導などにより行われていると 本庁が示す私費会計の重点確認項目を活
ころであるが、各道立学校での私費会計に係る事 用して、より一層の指導の徹底に努めます。
務処理の問題点を把握するとともに指導内容を記
録し、より実効性を向上させる指導に努める必要
がある。
また、事務処理要領に沿った事務処理がなされ

ていない道立学校が多くあった教育局において
は、現行の指導体制やその方法の抜本的見直しを
早急に進める必要がある。
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（３）道立学校

是正又は改善を要する事項 左 に 対 す る 措 置

ア 私費会計に係る収入事務及び支出事務は適切行われているか。

(ｱ) 納入通知関係

【納入通知文書の決裁を受けていないものなど】 団体会計及び学校徴収金の納入通知に
納入金等の収納については、一般決定書により 当たっては、学校が定める事務処理要領

あらかじめ校長の決裁を受け、事前に納入額等を に従い、一般決定書によりあらかじめ校
記載した納入通知文書により、通知することとさ 長の決裁を受け、納入通知文書により通
れているが、当該文書の通知について、校長決裁 知するよう徹底し、適正な事務処理に努
を受けておらず、通知文書も送付していないもの めます。
があった。

（旭川盲学校）

(ｲ) 納入金等の収納関係

【収納後速やかに預託していないもの】
納入金等の収納については、収納後、日計票に 納入金等を収納したときは、学校が定

より校長の決裁を受け、速やかに金融機関等に預 める事務処理要領に従い、速やかに金融
託することとされているが、長期にわたって金融 機関等に預託するよう改め、適正な事務
機関等に預託していないものがあった。 処理に努めます。
（栗山高等学校、追分高等学校、天塩高等学校）

【日計票や経理簿を作成していないもの】
納入金等の収納については、収納後、日計票及 納入金等を収納したときは、学校が定

び経理簿を作成することとされているが、日計票 める事務処理要領に従い、日計票や経理
や経理簿を作成していないものがあった。 簿を作成するよう徹底し、適正な事務処
（深川東高等学校、岩見沢農業高等学校、滝川工 理に努めます。
業高等学校、大麻高等学校、富川高等学校、鷹
栖高等学校、留萌千望高等学校、紋別養護学校、
北見商業高等学校、北見緑陵高等学校、中標津
高等養護学校）

【納入金等の経理簿への記載がないもの】
納入金等の収納については、収納後、日計票と 納入金等を収納したときは、学校が定

通帳又は手元保管金を照合し、経理簿に記載する める事務処理要領に従い、経理簿に記載
こととされているが、納入金等の経理簿への記載 するよう徹底し、適正な事務処理に努め
がないものがあった。 ます。
（岩見沢農業高等学校、札幌東陵高等学校、天塩
高等学校）

【日計票、通帳及び経理簿の日付が一致していな
いもの】
納入金等の収納については、収納後、日計票と 納入金等を収納したときは、学校が定

通帳又は手元保管金を照合し、経理簿に記載する める事務処理要領に従い、日計票と通帳
こととされているが、日計票、通帳及び経理簿の 又は手元保管金を照合し、誤りなく経理
日付が一致していないものがあった。 簿に記載するよう努めます。
（旭川盲学校、鷹栖高等学校、旭川商業高等学校、
天塩高等学校）
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【確認者による確認を受けていないもの】
納入金等の収納については、金融機関等に預託 納入金等を収納したときは、学校が定

後、経理簿作成者又は取扱担当者は、日計票と通 める事務処理要領に従い、確認者による
帳又は手元保管金を照合し、経理簿に記載し、確 確認を受けるよう徹底し、適正な事務処
認者による確認を受けることとされているが、確 理に努めます。
認者による確認を受けていないものがあった。
（札幌厚別高等学校、札幌白陵高等学校、北広島
西高等学校、伊達緑丘高等学校、稚内高等学校、
女満別高等学校、紋別養護学校、湧別高等学校、
訓子府高等学校、中標津高等養護学校）

【指定された確認者以外の者が収納内容を確認し
ているもの】
納入金等の収納については、金融機関等に預託 納入金等を収納したときは、学校が定

後、経理簿作成者又は取扱担当者は、日計票と通 める事務処理要領に従い、指定された確
帳又は手元保管金を照合し、経理簿に記載し、確 認者が確認するよう改め、適正な事務処
認者による確認を受けることとされているが、指 理に努めます。
定された確認者以外の者が収納内容を確認してい
るものがあった。
（深川東高等学校、深川西高等学校、真駒内養護
学校、湧別高等学校）

(ｳ) 支出関係

【支出の決裁を受けていないもの】
物品の購入その他支出の原因となる行為に基づ 支出に当たっては、学校が定める事務

き支出しようとするときは、物品購入等・支出（戻 処理要領に従い、校長の決裁を受けるよ
入）決定書に請求書等の関係書類及び金融機関等 う徹底し、適正な事務処理に努めます。
の預貯金払戻伝票を添付し、校長の決裁を受ける
こととされているが、校長の決裁を受けていない
ものがあった。
（深川西高等学校、岩見沢農業高等学校、札幌啓
成高等学校）

【経理簿と通帳の日付が一致していないもの】
支出においては、支出後、経理簿作成者又は取 支出したときは、学校が定める事務処

扱担当者は、物品購入等・支出（戻入）決定書と 理要領に従い、物品購入等・支出（戻入）
通帳又は手元保管金を照合し、経理簿に記載する 決定書と通帳又は手元保管金を照合し、
こととされているが、経理簿と通帳の日付が一致 誤りなく経理簿に記載するよう努めま
していないものがあった。 す。
（岩内高等学校、旭川南高等学校、旭川盲学校、
旭川商業高等学校）

【確認者による確認を受けていないもの】
支出においては、支出後、経理簿作成者又は取 支出したときは、学校が定める事務処

扱担当者は、物品購入等・支出（戻入）決定書と 理要領に従い、確認者による確認を受け
通帳又は手元保管金を照合し、経理簿に記載し、 るよう徹底し、適正な事務処理に努めま
確認者の確認を受けることとされているが、確認 す。
者による確認を受けていないものがあった。
（夕張高等学校、岩見沢東高等学校、深川西高等
学校、南幌高等学校、札幌厚別高等学校、札幌
白陵高等学校、伊達緑丘高等学校、北見商業高
等学校、網走桂陽高等学校、紋別養護学校）
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イ 私費会計に係る現金・預貯金の管理は適切に行われているか。

(ｱ) 取扱担当者等の指定関係

【取扱担当者等を指定していないもの】
取扱担当者等の指定について、各団体会計及び 取扱担当者等の指定に当たっては、学

各学校徴収金会計毎にそれぞれ経理簿作成者、取 校が定める事務処理要領に従い、毎年度
扱担当者、収納担当者、支出担当者、印鑑保管者、 当初又は必要が生じた都度、指定するよ
通帳保管者、確認者及び検査員を校長が指定する うにし、適正な事務処理に努めます。
こととされているが、これらを指定していないも
のがあった。
（札幌啓成高等学校、北広島西高等学校、富川高
等学校、稚内養護学校、北見商業高等学校、北
見支援学校、湧別高等学校、釧路東高等学校）

【印鑑保管と通帳保管を同一の者が行っているも
の】
印鑑と通帳の保管について、印鑑保管者と通帳 印鑑と通帳の保管に当たっては、学校

保管者は、それぞれ異なる職員を校長が指定する が定める事務処理要領に従い、それぞれ
こととされているが、印鑑保管と通帳保管を同一 異なる職員を保管者に指定するよう改
の者が行っているものがあった。 め、適正な事務処理に努めます。
（深川西高等学校、北広島高等学校、旭川東高等
学校、旭川盲学校、帯広工業高等学校、厚岸翔
洋高等学校)

(ｲ) 口座管理簿関係

【口座管理簿に登載していない口座があるもの】
団体会計及び学校徴収金会計の口座管理に当た 団体会計及び学校徴収金会計の口座に

っては、校長は口座管理簿を備えることとされて ついては、学校が定める事務処理要領に
いるが、口座管理簿に登載していない口座があっ 従い、校長が備える口座管理簿に登載す
た。 るよう徹底し、適正な事務処理に努めま

（深川東高等学校、湧別高等学校） す。

(ｳ) 予算編成関係

【予算を編成していないもの】
予算について、団体会計においては、各団体会 予算については、学校が定める事務処

計の趣旨に応じて、また、学校徴収金会計におい 理要領に従い、団体会計においては趣旨
ては、必要に応じて予算科目等を定め編成するこ に応じて、学校徴収金会計においては必
ととされているが、必要な予算を編成していない 要に応じて予算科目等を定め編成するよ
ものがあった。 う徹底し、適正な事務処理に努めます。
（留萌高等学校、留萌千望高等学校、池田高等学
校）
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(ｴ) 出納の確認関係

【出納計算書（出納確認簿）を作成していないも
の】
出納の確認について、団体会計においては、毎 出納の確認に当たっては、学校が定め

月（ただし、年間予算額が１００万円未満の会計 る事務処理要領に従い、団体会計におい
については学期毎）（以下、「毎月」という。）、 ては出納計算書を作成し、学校徴収金会
出納計算書を作成し、また、学校徴収金会計にお 計においては出納確認簿を作成するなど
いては、毎月、出納確認簿に記録するか、若しく して、適正な事務処理に努めます。
は経理簿に確認欄及び決裁欄を設け、校長の決裁
を受けることとされているが、これらを作成して
いないものがあった。
（雨竜高等養護学校、岩見沢農業高等学校、美唄
尚栄高等学校、滝川工業高等学校、札幌啓成高
等学校、大麻高等学校、千歳高等学校、羽幌高
等学校、天塩高等学校、稚内高等学校、北見緑
陵高等学校）

【出納計算書（出納確認簿）の決裁を受けていな
いもの】
出納の確認について、団体会計においては、出 出納の確認に当たっては、学校で定め

納計算書に、金融機関等の通帳を添えて校長の決 る事務処理要領に従い、出納計算書又は
裁を受けることとされ、また、学校徴収金会計に 出納確認簿等に校長の決裁を受けるよう
おいては、出納確認簿に記録し、校長の決裁を受 徹底し、適正な事務処理に努めます。
けるか、若しくは経理簿に確認欄及び決裁欄を設
け、校長の決裁を受けることとされているが、こ
れらを行っていないものがあった。
（札幌養護学校、北見緑陵高等学校、清水高等学
校、帯広養護学校、弟子屈高等学校）

【学校徴収金会計に係る出納確認簿の確認を受け
ていないもの】
学校徴収金会計に係る出納確認簿の確認につい 学校徴収金会計に係る出納確認簿の確

ては、毎月、経理簿に金融機関等の通帳を添えて、 認に当たっては、学校が定める事務処理
確認者の確認を受けるか、若しくは経理簿に確認 要領に従い、確認者の確認を受けるよう
欄を設け確認を受けることとされているが、確認 徹底し、適正な事務処理に努めます。
を受けていないものがあった。
（深川西高等学校、札幌北高等学校、厚真高等学
校、北見商業高等学校、紋別養護学校、大樹高
等学校）

【出納計算書（出納確認簿）への記載が誤ってい
るもの】
出納計算書等について、団体会計においては、 出納計算書の作成等に当たっては、学

出納計算書を作成することとされ、また、学校徴 校が定める事務処理要領に従い、関係帳
収金会計においては、出納確認簿に内容を記録す 簿等と照合して、記載誤りがないよう努
ることとされているが、出納計算書又は出納確認 めます。
簿への記載が誤っているものがあった。
（深川西高等学校、雨竜高等養護学校、高等聾学
校、旭川商業高等学校）
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(ｵ) 部内検査関係

【検査員の検査を実施していないもの】
部内検査について、団体会計においては、会則 部内検査に当たっては、学校が定める

で監査委員を定めていない会計は毎年度末に検査 事務処理要領に従い、指定された検査員
員の検査を受けることとされ、また、学校徴収金 による検査を受けるよう改め、適正な事
会計においては、毎年度末又は事業が終了したと 務処理に努めます。
きは検査員の検査を受けることとされているが、
指定された検査員の検査を受けていないものがあ
った。

（留萌千望高等学校、網走桂陽高等学校）

【検査報告書を作成していないもの】 部内検査に当たっては、学校が定める
部内検査について、検査員は、検査終了後、検 事務処理要領に従い、検査終了後、検査

査報告書を作成し、校長に報告することとされて 員は検査報告書を作成して校長に報告す
いるが、検査報告書を作成していないものがあっ るよう徹底し、適正な事務処理に努めま
た。 す。

（北広島高等学校、帯広工業高等学校）

(ｶ) 自主点検関係

【自主点検を実施していないもの】
各団体会計及び各学校徴収金会計の事務処理に 各団体会計及び各学校徴収金会計の自

ついて、事務長は、毎年５月に自主点検を実施す 主点検に当たっては、学校が定める事務
ることとされているが、自主点検を実施していな 処理要領に従い実施するよう徹底し、適
かった。 正な事務処理に努めます。

（稚内養護学校）

【自主点検の結果の決裁を受けていないもの】 各団体会計及び各学校徴収金会計の自
各団体会計及び各学校徴収金会計の事務処理に 主点検に当たっては、学校が定める事務

ついて、事務長は、毎年５月に自主点検を実施し、 処理要領に従い、団体会計・学校徴収金
団体会計・学校徴収金会計自主点検表を添えて、 会計自主点検表について校長の決裁を受
一般決定書により校長から決裁を受けることとさ けるよう改め、適正な事務処理に努めま
れているが、自主点検の結果について、校長の決 す。
裁を受けていなかった。

（札幌啓成高等学校）

(ｷ) 監査（団体会計）関係

【団体の監査を受けていないもの】
各団体会計については、会則等に則って会計監 各団体会計については、会則等に則っ

査を受けることとされているが、団体の会計監査 て会計監査を受けるよう徹底し、適正な
を受けていないものがあった。 事務処理に努めます。

（留萌千望高等学校）

ウ 私費会計に係る決算報告等は適切に行われているか。

(ｱ) 決算報告関係

【決算書を作成していないもの】
各団体会計及び各学校徴収金会計の会計年度が 各団体会計及び各学校徴収金会計の会

終了したとき又は当該年度の事業が終了したとき 計年度が終了したとき又は当該年度の事
は、校長に決算報告することとされているが、決 業が終了したときは、学校が定める事務
算書を作成していないものがあった。 処理要領に従い、決算書を作成するよう
（札幌あいの里高等支援学校、留萌千望高等学校、 改め、適正な事務処理に努めます。
天塩高等学校）
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【保護者等に決算報告をしていないもの】
会計年度が終了したとき又は当該年度の事業が 会計年度が終了したとき又は当該年度

終了したときは、校長に決算報告するとともに、 の事業が終了したときは、学校が定める
各団体会計については、会員に決算報告をするこ 事務処理要領に従い、団体会計について
ととされ、また、各学校徴収金会計については、 は会員に、学校徴収金会計については保
速やかに保護者に決算報告をすることとされてい 護者に決算報告するよう徹底し、適正な
るが、保護者等に決算報告をしていないものがあ 事務処理に努めます。
った。
（美唄尚栄高等学校、真駒内養護学校、札幌高等
養護学校、室蘭清水丘高等学校、函館工業高等
学校、留萌高等学校、苫前商業高等学校、枝幸
高等学校、帯広三条高等学校、釧路東高等学校、
中標津高等養護学校）

【決算書の決裁を受けていないもの】
各団体会計及び各学校徴収金会計の会計年度が 各団体会計及び各学校徴収金会計の会

終了したとき又は当該年度の事業が終了したとき 計年度が終了したとき又は当該年度の事
は、校長に決算報告することとされているが、校 業が終了したときは、学校が定める事務
長の決裁を受けていないものがあった。 処理要領に従い、校長に決算報告するよ

（旭川盲学校） う徹底し、適正な事務処理に努めます。

【手元保管金を決算額に計上していないもの】
各団体会計及び各学校徴収金会計の会計年度が 各団体会計及び各学校徴収金会計の決

終了したとき又は当該年度の事業が終了したとき 算に当たっては、手元保管金を決算額に
は、校長に決算報告することとされているが、手 計上するよう改め、適正な事務処理に努
元保管金を決算額に計上していないものがあっ めます。
た。
（深川西高等学校、雨竜高等養護学校、女満別高
等学校）

(ｲ) 事務引継関係

【事務引継をしていないもの】
各団体会計の経理簿作成者及び各学校徴収金会 各団体会計の経理簿作成者及び各学校

計の取扱担当者が交替した場合は、事務引継書に 徴収金会計の取扱担当者が交替した場合
より担当事務を後任者に引き継ぎ、後任者は校長 は、学校が定める事務処理要領に従い、
に報告することとされているが、事務引継をして 事務引継書により事務引継をするよう徹
いないものがあった。 底し、適正な事務処理に努めます。
（南幌高等学校、札幌啓成高等学校、小樽水産高
等学校、稚内養護学校、厚岸翔洋高等学校）

【事務引継書の内容が誤っているもの】
各団体会計の経理簿作成者及び各学校徴収金会 事務引継書の作成に当たっては、学校

計の取扱担当者が交替した場合は、事務引継書に が定める事務処理要領に従い、関係帳簿
より担当事務を後任者に引き継ぐこととされてい 等と照合して、記載誤りがないよう努め
るが、事務引継書の内容が誤っているものがあっ ます。
た。

（深川西高等学校、雨竜高等養護学校）

(ｳ) 経理簿等の保存年限関係

【経理簿等を保存していないもの】
各団体会計及び各学校徴収金会計の経理簿その 各団体会計及び各学校徴収金会計の経

他関係書類は、当該会計年度経過後５年間保存す 理簿その他関係書類については、学校が
ることとされているが、経理簿等を保存していな 定める事務処理要領に従い、当該会計年
いものがあった。 度経過後５年間保存するよう徹底し、適
（札幌白陵高等学校、千歳高等学校、清水高等学 正な事務処理に努めます。
校、釧路鶴野支援学校）
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(ｴ) 用語の定義関係

【事務処理要領に登載していない会計があるもの
など】
各道立学校で私費会計として取り扱っている会 各道立学校で私費会計として取り扱っ

計について、事務処理要領に登載していない会計 ている会計については、事務処理要領に
があった。また、取扱担当者や確認者等の定義付 登載し、取扱担当者や確認者等の定義付
けがされていないものがあった。 けがされていないものについては、事務
（砂川高等学校、新十津川農業高等学校、札幌白 処理要領に定義するよう改め、適正な事
陵高等学校、札幌真栄高等学校、札幌稲穂高等 務処理に努めます。
支援学校、小樽水産高等学校、高等聾学校、苫
小牧総合経済高等学校、室蘭東翔高等学校、室
蘭工業高等学校、羽幌高等学校、天塩高等学校、
湧別高等学校、北見商業高等学校、帯広養護学
校、釧路江南高等学校）

(ｵ) その他

【マニュアルに沿った事務処理要領となっていな
いもの】
マニュアルで示されている用語の定義、取扱担 マニュアルで示されている用語の定

当者等の指定、口座管理簿、予算編成、納入金等 義、取扱担当者等の指定、口座管理簿、
の収納、支出、出納の確認、部内検査、決算報告、 予算編成、納入金等の収納、支出、出納
自主点検等の規定について、定めがないものや、 の確認、部内検査、決算報告、自主点検
出納計算書の作成時期、自主点検の時期、経理簿 等について定めがないものや、出納計算
等の保存年限等の規定について、マニュアルに沿 書の作成時期、自主点検の時期、経理簿
った事務処理要領となっていないものがあった。 等の保存年限等の規定がマニュアルに沿
（深川西高等学校、札幌手稲高等学校、札幌稲穂 っていないものについて、マニュアルに
高等支援学校、北広島高等学校、倶知安高等学 沿った事務処理要領とするよう改め、適
校、静内農業高等学校、旭川北高等学校、旭川 正な事務処理に努めます。
東栄高等学校、旭川盲学校、鷹栖養護学校、北
見商業高等学校、帯広盲学校、池田高等学校、
帯広柏葉高等学校、大樹高等学校、釧路養護学
校）

《改善意見》

各道立学校にあっては、納入金等の収納、支出、 是正又は改善を要するとされた全事項
取扱担当者等の指定、出納の確認、決算報告、手 について、平成30年11月までに実地指導
元保管金、事務引継等の事務処理が、各道立学校 等の方法により点検・確認し、是正状況
で定めた事務処理要領に基づいて行われていない の確認及び今後の事務処理に当たり改善
もの、また、事務処理要領が、マニュアルに基づ するよう指導しました。
く内容の規定となっていないものについて、点検
・確認し、早急に是正又は改善する必要がある。


